
長 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 職 員 の 職 務 に 専 念 す る

義 務 の 特 例 に 関 す る 条 例  

平 成 １ ８ 年 １ ２ 月 １ ８ 日  

条 例 第 １ １ 号  

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ６ １ 号 ）

第 ３ ５ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 長 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 （ 以

下 「 広 域 連 合 」 と い う 。 ） の 職 員 （ 以 下 「 職 員 」 と い う 。 ） の

職 務 に 専 念 す る 義 務 の 特 例 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す

る 。  

 （ 職 務 に 専 念 す る 義 務 の 免 除 ）  

第 ２ 条  職 員 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お い て は 、

あ ら か じ め 任 命 権 者 又 は そ の 委 任 を 受 け た 者 の 承 認 を 得 て 、 そ

の 職 務 に 専 念 す る 義 務 を 免 除 さ れ る こ と が で き る 。  

⑴  研 修 を 受 け る 場 合  

⑵  厚 生 に 関 す る 計 画 の 実 施 に 参 加 す る 場 合  

⑶  前 ２ 号 に 規 定 す る 場 合 を 除 く ほ か 、 広 域 連 合 長 が 定 め る 場

合  

   附  則  

 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  


